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(57)【要約】
【課題】所定周期における参照信号の存在割合を増加し
た場合であっても、参照信号を適切に送受信すること。
【解決手段】ＣＳＩ－ＲＳを受信可能な第１の移動端末
装置と、第１の移動端末装置よりも所定周期における存
在割合が低く設定されたＣＳＩ－ＲＳを受信可能な第２
の移動端末装置に対し、ＣＳＩ－ＲＳを送信する基地局
装置であって、ミューティング可能なＣＳＩ－ＲＳ用リ
ソースに第１の移動端末装置が受信可能な存在割合でＣ
ＳＩ－ＲＳを割り当て、第１の移動端末装置に対しては
、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースを通知し、第
２の移動端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳが割り当て
られるリソースを通知する際に、一部のリソースをミュ
ーティングされたリソースとして通知する構成とした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル状態の測定用の参照信号を受信可能な第１の移動端末装置と、前記第１の移動
端末装置よりも所定周期における存在割合が低く設定された前記参照信号を受信可能な第
２の移動端末装置とに対し、前記参照信号を送信する基地局装置であって、
　前記参照信号の送信用に規定されたミューティング可能な参照信号用リソースに、前記
第１の移動端末装置が受信可能な存在割合で前記参照信号を割り当てる参照信号割当部と
、
　前記第１の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソースを通知し
、前記第２の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソースを通知す
る際に、一部のリソースをミューティングされるリソースとして通知する参照信号通知部
とを備えたことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記参照信号通知部は、前記第１の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当て
られるリソースを個別に通知し、前記第２の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割
り当てられるリソースを個別に通知する際に、一部のリソースをミューティングされるリ
ソースとして通知することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記参照信号通知部は、前記第１の移動端末装置及び前記第２の移動端末装置に対して
、前記参照信号が割り当てられるリソースを一斉に通知する際に、一部のリソースをミュ
ーティングされるリソースとして通知し、前記第１の移動端末装置に対しては、ミューテ
ィングされるリソースとして通知されたリソースに前記参照信号が割り当てられることを
個別に通知することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記参照信号通知部は、ミューティングされるリソースを、前記参照信号用リソースと
ミューティングされるリソースの設定位置とを対応付けたビットマップ形式で通知するこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項５】
　前記第２の移動端末装置に対して前記参照信号用リソースの一部をミューティングされ
るリソースとして認識させるミューティング情報を生成するミューティング情報生成部を
備え、
　前記参照信号割当部は、前記第２の移動端末装置によって受信可能に前記参照信号用リ
ソースに前記参照信号を低い存在割合で割り当てると共に、前記参照信号をミューティン
グ情報に示されるリソースに割り当てることで、前記参照信号用リソースに前記参照信号
を高い存在割合で割り当てることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の
基地局装置。
【請求項６】
　チャネル状態の測定に用いられる参照信号を受信可能な他の移動端末装置と共に基地局
装置に接続され、前記他の移動端末装置よりも所定周期における存在割合が高く設定され
た前記参照信号を、前記基地局装置から受信可能な移動端末装置であって、
　前記参照信号の送信用に規定されたミューティング可能な参照信号用リソースに、前記
他の移動端末装置よりも高い存在割合で前記参照信号を割り当て、前記他の移動端末装置
に対しては前記参照信号を割り当てるリソースを通知する際に、一部のリソースをミュー
ティングされるリソースとして通知する前記基地局装置から、前記参照信号が割り当てら
れるリソースの通知を受ける受信部と、
　前記参照信号に基づいて、下りリンクのチャネル状態を測定する測定部とを備えたこと
を特徴とする移動端末装置。
【請求項７】
　チャネル状態の測定に用いられる参照信号を受信可能な第１の移動端末装置と、前記第
１の移動端末装置よりも所定周期における存在割合が低く設定された前記参照信号を受信
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可能な第２の移動端末装置とに対し、前記参照信号を送信する基地局装置の通信制御方法
であって、
　前記参照信号の送信用に規定されたミューティング可能な参照信号用リソースに、前記
第１の移動端末装置が受信可能な存在割合で前記参照信号を割り当てるステップと、
　前記第１の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソースを通知し
、前記第２の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソースを通知す
る際に、一部のリソースをミューティングされるリソースとして通知するステップとを含
むことを特徴とする通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおける基地局装置、移動端末装置、及び通信制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）ネットワークにおいて
は、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、ＨＳＤＰＡ（High　Spee
d　Downlink　Packet　Access）やＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）
を採用することにより、Ｗ-ＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）
をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネ
ットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングターム
エボリューション（LTE：Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献１）。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥのシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０Ｍ
Ｈｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５Ｍｂｐｓ程
度の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、更なる広帯域化
及び高速化を目的として、ＬＴＥの後継のシステムも検討されている（例えば、ＬＴＥア
ドバンスト（LTE-A））。したがって、将来的には、これら複数の移動通信システムが並
存することが予想され、これらの複数のシステムに対応できる構成（基地局装置や移動端
末装置など）が必要となることが考えられる。
【０００４】
　ＬＴＥのシステムの下りリンクにおいて、ＣＲＳ（Cell-specific　Reference　Signal
）が定められている。このＣＲＳは、送信データの復調に用いられる他、スケジューリン
グや適応制御のための下りリンクのチャネル品質（CQI：Channel　Quality　Indicator）
測定、並びに、セルサーチやハンドオーバのための下りの平均的な伝搬路状態の測定（モ
ビリティ測定）に用いられる。一方、ＬＴＥの後継システム（ＬＴＥ－Ａシステム）の下
りリンクにおいては、ＣＳＩ（Channel　State　Information）測定専用にＣＳＩ-ＲＳ（
Channel　State　Information　－　Reference　Signal）が検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP,　TR25.912　(V7.1.0),　"Feasibility　study　for　Evolved　U
TRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＳＩ測定にのみ使用されるため、データ復調等に使用さ
れるＲＳと比較して、所定周期における存在割合（密度）が低く設定されている。将来の
システムでは、ＣＳＩ－ＲＳ等の参照信号の存在割合を増加させて、さらなる測定精度の
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改善が求められることが想定される。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、所定周期における参照信号の存在割合
を増加した場合であっても、参照信号を適切に送受信できる基地局装置、移動端末装置及
び通信制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の基地局装置は、チャネル状態の測定用の参照信号を受信可能な第１の移動端末
装置と、前記第１の移動端末装置よりも所定周期における存在割合が低く設定された前記
参照信号を受信可能な第２の移動端末装置とに対し、前記参照信号を送信する基地局装置
であって、前記参照信号の送信用に規定されたミューティング可能な参照信号用リソース
に、前記第１の移動端末装置が受信可能な存在割合で前記参照信号を割り当てる参照信号
割当部と、前記第１の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソース
を通知し、前記第２の移動端末装置に対しては、前記参照信号が割り当てられるリソース
を通知する際に、一部のリソースをミューティングされるリソースとして通知する参照信
号通知部とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、第１の移動端末装置が、所定周期において高い存在割合で割り当てら
れる参照信号を受信して、高い精度でチャネル状態を測定できる。また、第２の移動端末
装置が、第１の移動端末装置が受信可能な存在割合で割り当てられる参照信号のうち、ミ
ューティングされたリソースの参照信号を無視して、チャネル状態を測定できる。よって
、第２の移動端末装置が、参照信号の増加によって影響を受けることがない。このように
、所定周期における参照信号の存在割合を増加した場合でも、参照信号を適切に送受信で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】リソースブロックにおけるＣＳＩ-ＲＳの割り当てパターンの説明図である。
【図２】ＣＳＩ-ＲＳを用いたＣＱＩ測定におけるミューティングの説明図である。
【図３】ミューティング通知方法の一例を示す図である。
【図４】存在割合を増加させた場合のＣＳＩ－ＲＳの配置構成の一例を示す図である。
【図５】ＣＳＩ－ＲＳの位置情報のシグナリング方法の一例を示す図である。
【図６】ＣＳＩ－ＲＳパターンの変形例を示す図である。
【図７】無線通信システムのシステム構成の説明図である。
【図８】基地局装置の全体構成の説明図である。
【図９】移動端末装置の全体構成の説明図である。
【図１０】基地局装置による第１の通知方法に対応した機能ブロック図である。
【図１１】第１、第２の移動端末装置による第１の通知方法に対応した機能ブロック図で
ある。
【図１２】基地局装置による第２の通知方法に対応した機能ブロック図である。
【図１３】第１、第２の移動端末装置による第２の通知方法に対応した機能ブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　まず、図１を参照して、ＬＴＥシステムの後継システムで適用される参照信号の１つで
あるＣＳＩ-ＲＳについて説明する。ＣＳＩ－ＲＳは、チャネル状態としてのＣＱＩ（Cha
nnel　Quality　Indicator）、ＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）、ＲＩ（Rank　
Indicator）等のＣＳＩ測定に用いられる参照信号である。ＣＳＩ－ＲＳは、全てのサブ
フレームに割り当てられるＣＲＳと異なり、所定の周期、例えば１０サブフレーム周期で
割り当てられる。また、ＣＳＩ-ＲＳは、位置、系列および送信電力というパラメータで
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特定される。ＣＳＩ-ＲＳの位置には、サブフレームオフセット、周期、サブキャリア－
シンボルオフセット（インデックス）が含まれる。
【００１２】
　ＣＳＩ-ＲＳは、ＬＴＥで規定される１リソースブロックにおいて、ＰＤＣＣＨ（Physi
cal　Downlink　Control　Channel）等の制御信号、ＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　S
hared　Channel）等のユーザデータ、ＣＲＳ（Cell-specific　Reference　Signal）やＤ
Ｍ－ＲＳ（Demodulation　－　Reference　Signal）等の他の参照信号と重ならないよう
に割り当てられる。１リソースブロックは、周波数方向に連続する１２サブキャリアと、
時間軸方向に連続する１４シンボルとで構成される。ＰＡＰＲを抑制する観点から、ＣＳ
Ｉ-ＲＳを送信可能なリソースは、時間軸方向に隣接する２つのリソースエレメントがセ
ットで割り当てられる。
【００１３】
　図１に示されるＣＳＩ-ＲＳ構成では、ＣＳＩ-ＲＳ用リソース（参照信号用リソース）
として４０リソースエレメントが確保されている。この４０リソースエレメントには、Ｃ
ＳＩ-ＲＳポート数（アンテナ数）に応じてＣＳＩ-ＲＳパターンが設定される。各ＣＳＩ
－ＲＳパターンでは、１つのＣＳＩ－ＲＳポートにつき、１つのリソースエレメントがＣ
ＳＩ－ＲＳ用に割り当てられる。ＣＳＩ-ＲＳポート数が２の場合、４０リソースエレメ
ントの中の２つのリソースエレメントにＣＳＩ-ＲＳが割り当てられる。よって、図１（
ａ）では、インデックス＃０－＃１９（CSI　Configuration＝0-19）で示される２０パタ
ーンのＣＳＩ－ＲＳパターンが設定される。ここでは、説明の便宜上、１パターンを構成
するリソースエレメントに同一のインデックスを付している。
【００１４】
　ＣＳＩ-ＲＳポート数が４の場合、４０リソースエレメントの中の４つのリソースエレ
メントにＣＳＩ-ＲＳが割り当てられる。よって、図１（ｂ）では、インデックス＃０－
＃９（CSI　Configuration＝0-9）で示される１０パターンのＣＳＩ－ＲＳパターンが設
定される。ＣＳＩ-ＲＳポート数が８の場合、４０リソースエレメントの中の８つのリソ
ースエレメントにＣＳＩ-ＲＳが割り当てられる。よって、図１（ｃ）に示すように、イ
ンデックス＃０－＃４（CSI　Configuration＝0-4）で示される５パターンのＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンが設定される。なお、ＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて、ＣＳＩ－ＲＳが割り当
てられなかったリソースエレメントには、ユーザデータが割り当てられる。
【００１５】
　そして、ＣＳＩ－ＲＳは、セル毎に異なるＣＳＩ－ＲＳパターン（CSI　Configuration
）が選択されることで、セル間での干渉が抑えられている。また、ＣＳＩ-ＲＳパターン
は、図１（ａ）－（ｃ）に示すＦＤＤのノーマルパターンの他、図１（ｄ）に示すように
、ＦＤＤのオプションとしてＴＤＤのアディショナルパターンを加えたパターンでもよい
。また、ＦＤＤのノーマルパターンを拡張した不図示のエクステンデッドパターンでもよ
い。以下の説明では、説明の便宜上、ＦＤＤのノーマルパターンを例示して説明する。
【００１６】
　ところで、ＣＳＩ－ＲＳを用いたＣＳＩ測定においては、隣接セルからのデータ干渉に
より測定精度が劣化する場合がある。例えば、図２（ａ）に示すように、セルＣ１の下り
リンクのリソースブロックに、隣接セルＣ２のＣＳＩ－ＲＳに対応してユーザデータが割
り当てられている。また、セルＣ２の下りリンクのリソースブロックに、隣接セルＣ１の
ＣＳＩ－ＲＳに対応してユーザデータが割り当てられている。これらユーザデータは、各
セルにおけるＣＳＩ－ＲＳの干渉成分を構成し、セルＣ１及びセルＣ２の境界に位置する
移動端末装置におけるＣＳＩの測定精度を劣化させる要因となる。
【００１７】
　ユーザデータの割り当て位置に起因するＣＳＩの測定精度の劣化を改善するため、ミュ
ーティングが検討されている。ミューティングにおいては、図２（ｂ）に示すように、隣
接セルのＣＳＩ－ＲＳに対応するリソースにユーザデータが割り当てられない。セルＣ１
の下りリンクのリソースブロックは、セルＣ２のＣＳＩ－ＲＳに対応してミューティング
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される。また、セルＣ２の下りリンクのリソースブロックは、セルＣ１のＣＳＩ－ＲＳに
対応してミューティングされる。
【００１８】
　この構成により、隣接セルのユーザデータに起因するＣＳＩ－ＲＳの干渉成分を排除し
て、移動端末装置におけるＣＳＩの測定精度を改善する。隣接セル間で相互にミューティ
ングを行う場合には、隣接セルのために自セルのデータチャネルを無送信とすることから
、移動端末装置に対してミューティングの位置を通知する必要がある。これは、基地局装
置がミューティングされるリソースを避けてレートマッチングするため、移動端末装置が
ミューティングされるリソースを認識してデレートマッチングする必要があるためである
。移動端末装置が、ミューティングされるリソースを認識しないと、ミューティングされ
るリソースに対しても復調処理がされるため、復調処理のスループットおよび復調精度が
劣化する。
【００１９】
　なお、ミューティングされるリソースは、全くデータが割り当てられないリソースとし
て規定されてもよいし、隣接セルのＣＳＩ－ＲＳに干渉を与えない程度にデータが割り当
てられるリソースとして規定されてもよい。さらに、ミューティングされたリソースは、
隣接セルのＣＳＩ－ＲＳに対して干渉を与えない程度の送信電力で送信されるリソースと
して規定されてもよい。
【００２０】
　基地局装置が、移動端末装置に対してミューティングを通知する場合には、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを用いて通知する。この場合、ＣＳＩ－ＲＳパターンにナンバリングされるイ
ンデックス（CSI　Configuration）とミューティングの有無とを１対１で対応付けしたビ
ットマップ形式でミューティングを通知してもよい。また、ミューティングの通知とＣＳ
Ｉ－ＲＳの通知とで、ＣＳＩ－ＲＳポート数が異なるＣＳＩ－ＲＳパターンを使用しても
よい。
【００２１】
　図３では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が４の場合のＣＳＩ－ＲＳパターンを用いて、ミュー
ティングを通知する例を示している。ここでは、インデックス＃１、＃６（CSI　Configu
ration=1,6）で示されるＣＳＩ－ＲＳ用リソースにミューティングが設定されている。こ
の場合、図１（ｄ）に示すＦＤＤのノーマルパターンにＴＤＤのアディショナルパターン
を加えたインデックス［＃０－＃９、＃２０－＃２５］（CSI　Configuration=0-9,20-25
）に対応させて、１６ビットのビットマップ情報［０１００００１０００００００００］
が通知される。ビットマップ情報では、ミューティングされるリソースには“１”がセッ
トされ、ミューティングされないリソースには“０”がセットされる。また、基地局装置
は、ビットマップ情報の他に、送信周期（Duty　Cycle）、サブフレームオフセットを移
動端末装置に対して通知する。
【００２２】
　また、図３では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が２の場合のＣＳＩ－ＲＳパターンを用いてＣ
ＳＩ－ＲＳを通知している。ここでは、図１（ａ）のインデックス＃１（CSI　Configura
tion=1）で示されるＣＳＩ－ＲＳ用リソースにＣＳＩ－ＲＳが割り当てられる。したがっ
て、ビットマップ情報で示されるミューティングリソースのうち、ＣＳＩ－ＲＳが割り当
てられるリソースを除いて、ミューティングが設定される。基地局装置は、ミューティン
グ情報に加えてＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースを移動端末装置に対して通知する
。
【００２３】
　ところで、ＣＳＩ－ＲＳは、上記したようにＣＲＳ等と比較して長い周期（複数サブフ
レームに１回）で送信される。また、ＣＳＩ－ＲＳは、１つのＣＳＩ－ＲＳポートにつき
、１つのリソースエレメントが割り当てられており、ＣＲＳ等と比較して割り当てられる
リソースエレメント数が少ない。これは、データ復調に用いるチャネル推定に必要な参照
信号に比べて、ＣＳＩの測定に必要な１無線リソースあたりの参照信号数（密度、存在割



(7) JP 2012-134876 A 2012.7.12

10

20

30

40

50

合）が低く設定されるからである。このように、１無線リソースあたりのＣＳＩ－ＲＳの
数が少ないため、将来のシステムで移動端末装置から高精度なフィードバックが必要とな
る場合には、移動端末装置が十分なチャネル推定をできない可能性がある。
【００２４】
　この問題を解決するために、図４に示すように、単純にＣＳＩ－ＲＳ数を増やして、１
無線リソースにおけるＣＳＩ－ＲＳの存在割合（密度）を増加することが考えられる。し
かしながら、存在割合の増加に対応した新たな移動端末装置は、ＣＳＩ－ＲＳを基地局装
置から受信できるが、既存の移動端末装置は、追加のＣＳＩ－ＲＳを認識できずユーザデ
ータの復調時に干渉となる。
【００２５】
　例えば、図４の例では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が４の場合に、インデックス＃１（CSI
　Configuration=1）に示すＣＳＩ－ＲＳ用リソースに加えて、インデックス＃６（CSI　
Configuration=6）に示すＣＳＩ－ＲＳ用リソースにＣＳＩ－ＲＳが割り当てられている
。新たな移動端末装置に対しては、例えば、ＣＳＩ－ＲＳパターンを新たに定義すること
で、インデックス＃１、＃６（CSI　Configuration=1,6）のＣＳＩ－ＲＳを受信させるこ
とが可能である。一方、既存の移動端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳパターンを新たに
定義できないため、インデックス＃６（CSI　Configuration=6）のＣＳＩ－ＲＳを認識さ
せることができない。
【００２６】
　そこで、本発明者らは、これらの問題を解決するために、本発明に至った。すなわち、
本発明の骨子は、新たな移動端末装置に対しては、既存のＣＳＩ－ＲＳと共に追加のＣＳ
Ｉ－ＲＳが割り当てられるリソースを通知し、既存の移動端末装置に対しては、ミューテ
ィングによって追加のＣＳＩ－ＲＳを除いた、既存のＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソ
ースを通知することである。これにより、既存の移動端末装置に悪影響を与えることなく
、ＣＳＩ－ＲＳの存在割合を増加することができ、新たな移動端末装置にＣＳＩ－ＲＳを
高精度に測定させることができる。
【００２７】
　ここで、本実施の形態におけるＣＳＩ－ＲＳの位置情報のシグナリング方法について説
明する。図５は、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報のシグナリング方法の一例を示す図である。な
お、以下の説明では、新たな移動端末装置を第１の移動端末装置とし、既存の移動端末装
置を第２の移動端末装置として説明する。また、第１の移動端末装置及び第２の移動端末
装置は、同一セル内に位置するものとする。なお、以下の説明では、１リソースブロック
内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合について説明するが、１無線リソース内のＣＳＩ－ＲＳの存
在割合であればよく、例えば、複数サブフレーム内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合、１無線フ
レーム内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合に置き換えてもよい。
【００２８】
　図５（ａ）は、第１の移動端末装置に対するＣＳＩ－ＲＳの割り当て例を示している。
ここでは、１リソースブロック内にＣＳＩ－ＲＳ用リソースとして４０リソースエレメン
トが確保されている。また、１つのＣＳＩ－ＲＳポートにつき２つのリソースエレメント
がＣＳＩ－ＲＳ用に割り当てられ、１リソースブロック内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合が高
められている。図の例では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が４の場合に、インデックス＃１（CS
I　Configuration=1）に加えてインデックス＃６（CSI　Configuration=6）で示されるリ
ソースにＣＳＩ－ＲＳが割り当てられている。
【００２９】
　このように、第１の移動端末装置は、１リソースブロック内で、１つのＣＳＩ－ＲＳポ
ートにつき２つのＣＳＩ－ＲＳを受信可能となっている。基地局装置は、第１の移動端末
装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられる全てのリソースを通知する。これにより
、第１の移動端末装置は、高い精度でＣＳＩを測定できる。なお、追加のＣＳＩ－ＲＳは
、ＣＳＩ－ＲＳのセル間干渉を抑制するため、隣接セルのＣＳＩ－ＲＳを避けて割り当て
られる。この場合、セル間のＣＳＩ－ＲＳの位置情報は、隣接する基地局装置間で予め規
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定されてもよいし、隣接する基地局装置間で動的に変更されてもよい。
【００３０】
　一方、図５（ｂ）に示すように、第２の移動端末装置は、１リソースブロック内で、１
つのＣＳＩ－ＲＳポートにつき１つのＣＳＩ－ＲＳを受信可能となっている。このため、
第２の移動端末装置は、リソースブロック内に割り当てられる全てのＣＳＩ－ＲＳを受信
することができない。そこで、基地局装置は、第２の移動端末装置に対しては、追加のＣ
ＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースをミューティングされるリソースとして通知する。
図の例では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が４の場合に、インデックス＃６（CSI　Configurati
on=6）で示されるリソースをミューティングされるリソースとして通知する。
【００３１】
　この場合、インデックス＃６（CSI　Configuration=6）で示されるリソースには、実際
にはＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるが、第２の移動端末装置にはミューティングされるリ
ソースとして認識される。よって、第２の移動端末装置は、インデックス＃６（CSI　Con
figuration=6）で示されるリソースに割り当てられたＣＳＩ－ＲＳを無視して、インデッ
クス＃１（CSI　Configuration=1）で示されるリソースに割り当てられたＣＳＩ－ＲＳだ
けを受信する。また、第２の移動端末装置は、ユーザデータの復調時に、インデックス＃
６（CSI　Configuration=6）に示されるＣＳＩ－ＲＳを無視するため、ユーザデータの復
調精度及びスループットが低下することがない。
【００３２】
　なお、本実施の形態では、第１の通知方法及び第２の通知方法により基地局装置から移
動端末装置にＣＳＩ－ＲＳの位置情報が通知される。第１の通知方法は、ＣＳＩ－ＲＳの
位置情報を基地局装置から第１、第２の移動端末装置に対して個別に通知する方法である
。第２の通知方法は、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報を基地局装置から第１、第２の移動端末装
置に対して一斉に通知する方法である。
【００３３】
　図５（ｃ）に示すように、第１の通知方法では、基地局装置は、第１の移動端末装置に
対してはＣＳＩ－ＲＳの位置情報を個別に通知する。さらに、基地局装置は、第２の移動
端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報を個別に通知する際に、追加のＣＳＩ－Ｒ
Ｓの位置情報に代えてミューティング情報を通知する。この場合、基地局装置は、上記し
たＣＳＩ－ＲＳパターンを利用して通知する。
【００３４】
　例えば、基地局装置は、ＣＳＩ－ＲＳパターンを示すCSI　Configurationにより、第１
、第２の移動端末装置に対して、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるリソースを個別に通知しても
よい。図５に示す例は、ＣＳＩ－ＲＳパターンが１０パターンであるため、各ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの位置情報を通知するのに１０通りのCSI　Configurationを使用する。基地局装置は、
第１の移動端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報としてインデックス＃１、＃６
を示すCSI　Configuration=1,6を通知する。また、基地局装置は、第２の移動端末装置に
対しては、インデックス＃１を示すCSI　Configuration=1を通知すると共にミューティン
グ情報を通知する。
【００３５】
　この場合、基地局装置は、第２の移動端末装置に対しては、上述したビットマップ形式
によりミューティング情報を個別に通知してもよい。基地局装置は、ノーマルパターンに
アディショナルパターンを加えたインデックス［＃０－＃９、＃２０－＃２５］（CSI　C
onfiguration=0-9,20-25）に対応させて、ミューティング情報として１６ビットのビット
マップ情報［００００００１０００００００００］を通知する。ビットマップ情報では、
ミューティングされるリソースには“１”がセットされ、ミューティングされないリソー
スには“０”がセットされる。なお、ビットマップ情報では、ミューティングリソースに
は“０”がセットされ、ミューティングされないリソースには“１”がセットされてもよ
い。また、ビットマップ情報を１６ビットで構成したが、アディショナルパターンを除い
た１０ビットで構成してもよい。
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【００３６】
　また、図５（ｄ）に示すように、第２の通知方法では、基地局装置は、第１、第２の移
動端末装置に対して、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報を一斉に通知する際に、追加のＣＳＩ－Ｒ
Ｓの位置情報に代えてミューティング情報を通知する。さらに、基地局装置は、第１の移
動端末装置に対してのみ追加のＣＳＩ－ＲＳの位置情報を個別に通知する。この場合、基
地局装置は、上記したＣＳＩ－ＲＳパターンを利用して通知する。
【００３７】
　例えば、基地局装置は、ＣＳＩ－ＲＳパターンを示すCSI　Configurationにより、第１
、第２の移動端末装置に対してＣＳＩ－ＲＳが配置されるリソースを一斉に通知してもよ
い。図５に示す例では、基地局装置は、第１、第２の移動端末装置に対して、インデック
ス＃１を示すCSI　Configuration=1を通知する。また、基地局装置は、第１、第２の移動
端末装置に対して、上述したビットマップ形式によりミューティング情報を一斉に通知し
てもよい。この場合、基地局装置は、ミューティング情報として１６ビットのビットマッ
プ情報［００００００１０００００００００］を通知する。
【００３８】
　さらに、基地局装置は、ＣＳＩ－ＲＳパターンを示すCSI　Configurationにより、第１
の移動端末装置に対して追加のＣＳＩ－ＲＳが配置されるリソースを個別に通知してもよ
い。図５に示す例では、基地局装置は、第１の移動端末装置に対して、インデックス＃６
を示すCSI　Configuration=6を通知する。
【００３９】
　また、第１、第２の通知方法において、基地局装置は、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるリソ
ース、ミューティングリソースの他に、送信周期（Duty　Cycle）、サブフレームオフセ
ット等を第１、第２の移動端末装置に対して通知する。また、これらＣＳＩ－ＲＳの位置
情報等は、ハイヤレイヤシグナリングで通知されてもよいし、報知チャネル、制御チャネ
ル、データチャネルで通知されてもよい。
【００４０】
　また、第１、第２の通知方法は、上記方法に限定されない。例えば、基地局装置は、第
１、第２の移動端末装置に対してビットマップ形式によりＣＳＩ－ＲＳの位置情報を通知
してもよい。また、基地局装置は、第１、第２の移動端末装置に対してＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンを示すCSI　Configurationによりミューティング情報を通知してもよい。
【００４１】
　また、図６に示すように、ＣＳＩ－ＲＳパターンを新たに定義してもよい。例えば、Ｃ
ＳＩ-ＲＳポート数が４の場合に、インデックス＃０－＃４（CSI　Configuration＝0-4）
で示される５パターンのＣＳＩ－ＲＳパターンが設定されてもよい。これにより、基地局
装置からのＣＳＩ－ＲＳのシグナリング量を大幅に低減できる。また、図５及び図６に示
すＣＳＩ－ＲＳパターンにナンバリングされたインデックスは、一例であり適宜変更可能
である。さらに、図５及び図６では、ＣＳＩ－ＲＳポート数が４の場合を例示したが、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポート数が２及び８の場合でも同様な方法でシグナリングできる。
【００４２】
　なお、第１の移動端末装置は、新たな移動端末装置に限定されず、１無線リソースにお
いて高い存在割合で送信されるＣＳＩ－ＲＳに対応すればよく、例えば、既存の移動端末
装置でもよい。また、第２の移動端末装置は、既存の移動端末装置に限定されず、第１の
移動端末装置によりも低い存在割合で送信されるＣＳＩ－ＲＳに対応すればよく、例えば
、新たな移動端末装置であってもよい。
【００４３】
　ここで、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図７は、本
実施例に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図７に示す無線通
信システムは、例えば、ＬＴＥシステム或いは、ＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含されるシステム
である。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とする複数
の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。また、
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この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良いし、４Ｇと呼ばれ
ても良い。
【００４４】
　図７に示すように、無線通信システム１は、基地局装置２０Ａ、２０Ｂと、この基地局
装置２０Ａ、２０Ｂと通信する複数の第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂとを含ん
で構成されている。基地局装置２０Ａ、２０Ｂは、上位局装置３０と接続され、この上位
局装置３０は、コアネットワーク４０と接続される。また、基地局装置２０Ａ、２０Ｂは
、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第１、第２の移動端末装置１０Ａ
、１０Ｂは、セルＣ１、Ｃ２において基地局装置２０Ａ、２０Ｂと通信を行うことができ
る。なお、上位局装置３０には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワーク
コントローラ（RNC）、モビリティマネジメントエンティティ（MME）等が含まれるが、こ
れに限定されない。
【００４５】
　第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂは、ＬＴＥ端末及びＬＴＥ－Ａ端末を含むが
、以下においては、特段の断りがない限り第１、第２の移動端末装置として説明を進める
。また、説明の便宜上、基地局装置２０Ａ、２０Ｂと無線通信するのは第１、第２の移動
端末装置１０Ａ、１０Ｂであるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固
定端末装置も含むユーザ装置（UE：User　Equipment）でよい。
【００４６】
　無線通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングル
キャリア－周波数分割多元接続）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に
分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式で
ある。ＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域を端末毎に１つ又は連続したリソースブロックか
らなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低
減するシングルキャリア伝送方式である。
【００４７】
　ここで、通信チャネルについて説明する。
　下りリンクの通信チャネルは、第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂで共有される
下りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel）と、
下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（PDCCH、PCFICH、PHICH）とを有する。ＰＤＳＣＨにより、
送信データ及び上位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control
　Channel）により、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が伝送され
る。ＰＣＦＩＣＨ（Physical　Control　Format　Indicator　Channel）により、ＰＤＣ
ＣＨに用いるＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Physical　Hybrid-ARQ Ind
icator　Channel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣＫが伝送される
。
【００４８】
　上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置で共有される上りデータチャネルとして
のＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネルで
あるＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）とを有する。このＰＵＳＣＨに
より、送信データや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリンクの
無線品質情報（CQI：Channel　Quality　Indicator）、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ等が伝送される
。
【００４９】
　図８を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置の全体構成について説明する。な
お、基地局装置２０Ａ、２０Ｂは、同様な構成であるため、基地局装置２０として説明す
る。また、第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂも、同様な構成であるため、移動端
末装置１０として説明する。基地局装置２０は、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０
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２と、送受信部（通知部）２０３と、ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５
と、伝送路インターフェース２０６とを備えている。下りリンクにより基地局装置２０か
ら移動端末装置に送信される送信データは、上位局装置３０から伝送路インターフェース
２０６を介してベースバンド信号処理部２０４に入力される。
【００５０】
　ベースバンド信号処理部２０４において、下りデータチャネルの信号は、ＰＤＣＰレイ
ヤの処理、送信データの分割・結合、ＲＬＣ（radio　link　control）再送制御の送信処
理などのＲＬＣレイヤの送信処理、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）再送制御、例え
ば、ＨＡＲＱの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、
逆高速フーリエ変換（IFFT：Inverse　Fast　Fourier　Transform）処理、プリコーディ
ング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネル
の信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
【００５１】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一セルに接続する移
動端末装置１０に対して、各移動端末装置１０が基地局装置２０との無線通信するための
制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は
下りリンクにおけるシステム帯域幅や、ＰＲＡＣＨ（Physical　Random　Access　Channe
l）におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情
報（Root　Sequence　Index）等が含まれる。
【００５２】
　送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。アンプ部２０２は周波数変換された無線周波数信号を増幅して
送受信アンテナ２０１へ出力する。
【００５３】
　一方、上りリンクにより移動端末装置１０から基地局装置２０に送信される信号につい
ては、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がアンプ部２０２で増幅され、
送受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理
部２０４に入力される。
【００５４】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる
送信データに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信
処理、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インタ
ーフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【００５５】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置２０の状態管
理や、無線リソースの管理を行う。
【００５６】
　次に、図９を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置の全体構成について説明
する。ＬＴＥ端末もＬＴＥ-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別
せずに説明する。移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２と、送
受信部（受信部）１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション部１０
５とを備えている。
【００５７】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号が
アンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換
される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部１０４でＦＦＴ処理や、誤り
訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンク
の送信データは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケーション部１０５は
、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンク
のデータの内、報知情報も、アプリケーション部１０５に転送される。
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【００５８】
　一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号処
理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、マッピング処理、
再送制御（ＨＡＲＱ）の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を行う
。送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部１０２は、周波数変換された無線周波数信号
を増幅して送受信アンテナ１０１より送信する。
【００５９】
　図１０を参照して、基地局装置の機能ブロックについて説明する。なお、図１０の各機
能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図１０の機能ブロック
図は、簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成を備えるもの
とする。
【００６０】
　図１０に示す第１の通知方法では、基地局装置２０は、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１と、
ＣＳＩ－ＲＳ位置情報生成部２１２と、ミューティング情報生成部２１３と、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓパラメータ生成部２１４と、下り制御信号生成部２１５と、送受信部２０３とを有して
いる。
【００６１】
　ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、ＣＳＩ-ＲＳ用リソースに、ＣＳＩ－ＲＳポート数に応
じてＣＳＩ-ＲＳを割り当てる。ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、１つＣＳＩ－ＲＳポート
につき２つのリソースエレメントにＣＳＩ－ＲＳを配置して、１リソースブロック内のＣ
ＳＩ－ＲＳの存在割合を高めている。この場合、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、第２の移
動端末装置１０Ｂで受信可能なＣＳＩ－ＲＳに、さらにＣＳＩ－ＲＳを加えて第１の移動
端末装置１０Ａの測定精度を高めるように割り当てる。
【００６２】
　また、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、隣接セルからＣＳＩ－ＲＳの位置情報を取得し、
隣接セルのＣＳＩ－ＲＳを避けて、追加のＣＳＩ－ＲＳを割り当てる。これにより、１リ
ソースブロック内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合を高めた場合でも、隣接セル間でのＣＳＩ－
ＲＳの干渉が抑えられる。
【００６３】
　ＣＳＩ－ＲＳ位置情報生成部２１２は、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１によって割り当てら
れたＣＳＩ－ＲＳの位置情報を生成する。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報としては、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが割り当てられるリソースの他に、送信周期（Duty　Cycle）、サブフレームオフセッ
ト等が含まれる。ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースは、CSI　Configurationやビッ
トマップ情報等により特定される。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報は、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ
の一つとして下り制御信号生成部２１５に入力される。
【００６４】
　ミューティング情報生成部２１３は、追加のＣＳＩ－ＲＳを割り当てるリソースがミュ
ーティングされることを示すミューティング情報を生成する。このミューティング情報に
示されるリソースは、実際にはＣＳＩ－ＲＳが割り当てられており、ミューティングされ
ていない。ミューティング情報としては、ビットマップ情報やCSI　Configurationが生成
される。ミューティング情報は、下り制御信号生成部２１５に入力される。
【００６５】
　ＣＳＩ－ＲＳパラメータ生成部２１４は、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報以外のＣＳＩ－ＲＳ
の系列や送信電力等のパラメータを生成する。ＣＳＩ－ＲＳパラメータ生成部２１４に生
成されたＣＳＩ－ＲＳパラメータは、下り制御信号生成部２１５に入力される。
【００６６】
　下り制御信号生成部２１５は、第１の移動端末装置１０Ａに対しては、ＣＳＩ－ＲＳの
位置情報及びＣＳＩ－ＲＳパラメータを含めて下り制御信号を生成する。これにより、第
１の移動端末装置１０Ａには、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられた全てのリソースが個別に通
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知される。また、下り制御信号生成部２１５は、第２の移動端末装置１０Ｂに対しては、
ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、ミューティング情報を含めて下り制
御信号を生成する。これにより、第２の移動端末装置１０Ｂには、追加のＣＳＩ－ＲＳが
ミューティングされるリソースとして認識され、受信可能な一部のＣＳＩ－ＲＳのリソー
スが個別に通知される。送受信部２０３は、ＣＳＩ－ＲＳ及び下り制御信号を第１、第２
の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂに送信する。
【００６７】
　図１１を参照して、第１、第２の移動端末装置の機能ブロックについて説明する。なお
、図１１の各機能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図１１
の機能ブロック図は、簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構
成を備えるものとする。
【００６８】
　図１１に示すように、第１の移動端末装置１０Ａは、送受信部１０３Ａと、取得部１１
１Ａと、測定部１１２Ａと、ユーザデータ復調部１１３Ａとを有している。送受信部１０
３Ａは、基地局装置２０からＣＳＩ－ＲＳ及び下り制御信号を受信する。取得部１１１Ａ
は、下り制御信号を復調して信号の中身を解析することで、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報及び
ＣＳＩ－ＲＳパラメータを取得する。
【００６９】
　測定部１１２Ａは、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、系列、送信電力等のパラメータからＣＳ
Ｉを測定する。この場合、測定部１１２Ａは、基地局装置２０からＣＳＩ－ＲＳが割り当
てられた全てのリソースが通知されるため、高精度にＣＳＩを測定できる。ユーザデータ
復調部１１３Ａは、送受信部１０３Ａを介して受信したユーザデータを復調する。なお、
第１の移動端末装置１０Ａは、ハイヤレイヤシグナリングにより、ＣＳＩ－ＲＳの位置情
報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータを受信する構成としてもよい。
【００７０】
　また、第２の移動端末装置１０Ｂは、送受信部１０３Ｂと、取得部１１１Ｂと、測定部
１１２Ｂと、ユーザデータ復調部１１３Ｂとを有している。送受信部１０３Ｂは、基地局
装置２０からＣＳＩ－ＲＳ及び下り制御信号を受信する。取得部１１１Ｂは、下り制御信
号を復調して信号の中身を解析することで、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラ
メータ、ミューティング情報を取得する。
【００７１】
　測定部１１２Ｂは、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、系列、送信電力等のパラメータからＣＳ
Ｉを測定する。ユーザデータ復調部１１３Ｂは、送受信部１０３Ｂを介して受信したユー
ザデータを復調する。この場合、ユーザデータ復調部１１３Ｂは、基地局装置２０から通
知されたミューティング情報により、追加のＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたリソースをミ
ューティングされたリソースとして認識する。このため、ユーザデータ復調部１１３Ｂが
、追加のＣＳＩ－ＲＳを復調することがなく、復調処理のスループットおよび復調精度が
向上される。なお、第２の移動端末装置１０Ｂは、ハイヤレイヤシグナリングにより、Ｃ
ＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、ミューティング情報を受信する構成と
してもよい。
【００７２】
　図１２を参照して、基地局装置の機能ブロックについて説明する。なお、図１２の各機
能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図１２の機能ブロック
図は、簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成を備えるもの
とする。また、図１２は、図１０と同一名称のブロックは、同一の符号を付して説明する
。
【００７３】
　図１２に示す第２の通知方法では、基地局装置２０は、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１と、
ＣＳＩ－ＲＳ位置情報生成部２１２と、ミューティング情報生成部２１３と、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓパラメータ生成部２１４と、報知信号生成部２１６と、下り制御信号生成部２１５と、
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送受信部２０３とを有している。
【００７４】
　ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、ＣＳＩ-ＲＳ用リソースに、ＣＳＩ－ＲＳポート数に応
じてＣＳＩ-ＲＳを割り当てる。ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、１つＣＳＩ－ＲＳポート
につき２つのリソースエレメントにＣＳＩ－ＲＳを配置して、１リソースブロック内のＣ
ＳＩ－ＲＳの存在割合を高めている。この場合、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、第２の移
動端末装置１０Ｂで受信可能なＣＳＩ－ＲＳに、さらにＣＳＩ－ＲＳを加えて第１の移動
端末装置１０Ａの測定精度を高めるように割り当てる。
【００７５】
　また、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１は、隣接セルからＣＳＩ－ＲＳの位置情報を取得し、
隣接セルのＣＳＩ－ＲＳを避けて、追加のＣＳＩ－ＲＳを割り当てる。これにより、１リ
ソースブロック内のＣＳＩ－ＲＳの存在割合を高めた場合でも、隣接セル間でのＣＳＩ－
ＲＳの干渉が抑えられる。
【００７６】
　ＣＳＩ－ＲＳ位置情報生成部２１２は、ＣＳＩ－ＲＳ割当部２１１によって割り当てら
れたＣＳＩ－ＲＳの位置情報を生成する。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報としては、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが割り当てられるリソースの他に、送信周期（Duty　Cycle）、サブフレームオフセッ
ト等が含まれる。ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースは、CSI　Configurationやビッ
トマップ情報等により特定される。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報は、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ
の一つとして報知信号生成部２１６及び下り制御信号生成部２１５に入力される。
【００７７】
　ミューティング情報生成部２１３は、追加のＣＳＩ－ＲＳを割り当てるリソースがミュ
ーティングされることを示すミューティング情報を生成する。このミューティング情報に
示されるリソースには、実際にはＣＳＩ－ＲＳが割り当てられており、ミューティングさ
れていない。ミューティング情報としては、ビットマップ情報やCSI　Configurationが生
成される。ミューティング情報は、下り制御信号生成部２１５に入力される。
【００７８】
　ＣＳＩ－ＲＳパラメータ生成部２１４は、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報以外のＣＳＩ－ＲＳ
の系列や送信電力等のパラメータを生成する。ＣＳＩ－ＲＳパラメータ生成部２１４に生
成されたＣＳＩ－ＲＳパラメータは、報知信号生成部２１６及び下り制御信号生成部２１
５に入力される。
【００７９】
　報知信号生成部２１６は、第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂに対して、第２の
移動端末装置１０Ｂで受信可能なＣＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、追
加のＣＳＩ－ＲＳに対するミューティング情報を含めて報知信号を生成する。これにより
、第１、第２の移動端末装置１０Ａ、１０Ｂに対して、追加のＣＳＩ－ＲＳがミューティ
ングされるリソースとして認識され、一部のＣＳＩ－ＲＳのリソースが一斉に通知される
。
【００８０】
　下り制御信号生成部２１５は、第１の移動端末装置１０Ａに対して、追加のＣＳＩ－Ｒ
Ｓの位置情報及びＣＳＩ－ＲＳパラメータを含めて下り制御信号を生成する。これにより
、第１の移動端末装置１０Ａには、ミューティングされるリソースのＣＳＩ－ＲＳを認識
させることができる。送受信部２０３は、ＣＳＩ－ＲＳ及び下り制御信号を第１、第２の
移動端末装置１０Ａ、１０Ｂに送信する。
【００８１】
　図１３を参照して、第１、第２の移動端末装置の機能ブロックについて説明する。なお
、図１３の各機能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図１３
の機能ブロック図は、簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構
成を備えるものとする。また、図１３は、図１１と同一名称のブロックは、同一の符号を
付して説明する。
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【００８２】
　図１３に示すように、第１の移動端末装置１０Ａは、送受信部１０３Ａと、取得部１１
１Ａと、測定部１１２Ａと、ユーザデータ復調部１１３Ａとを有している。送受信部１０
３Ａは、基地局装置２０からＣＳＩ－ＲＳ、報知信号、下り制御信号を受信する。取得部
１１１Ａは、報知信号を復調して信号の中身を解析することで、第２の移動端末装置１０
Ｂで受信可能なＣＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、追加のＣＳＩ－ＲＳ
に対するミューティング情報を取得する。また、取得部１１１Ａは、下り制御信号を復調
して信号の中身を解析することで、追加のＣＳＩ－ＲＳの位置情報及びＣＳＩ－ＲＳパラ
メータを取得する。これにより、第１の移動端末装置１０Ａは、ミューティング情報で示
されるリソースに、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられることを認識する。
【００８３】
　測定部１１２Ａは、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、系列、送信電力等のパラメータからＣＳ
Ｉを測定する。この場合、測定部１１２Ａは、基地局装置２０からＣＳＩ－ＲＳが割り当
てられる全てのリソースが通知されるため、高精度にＣＳＩを測定できる。ユーザデータ
復調部１１３Ａは、送受信部１０３Ａを介して受信したユーザデータを復調する。なお、
第１の移動端末装置１０Ａは、ハイヤレイヤシグナリングにより、ＣＳＩ－ＲＳの位置情
報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータを受信する構成としてもよい。
【００８４】
　また、第２の移動端末装置１０Ｂは、送受信部１０３Ｂと、取得部１１１Ｂと、測定部
１１２Ｂと、ユーザデータ復調部１１３Ｂとを有している。送受信部１０３Ｂは、基地局
装置２０からＣＳＩ－ＲＳ及び報知信号を受信する。取得部１１１Ｂは、報知信号を復調
して信号の中身を解析することで、第２の移動端末装置１０Ｂで受信可能なＣＳＩ－ＲＳ
の位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、追加のＣＳＩ－ＲＳに対するミューティング情報
を取得する。
【００８５】
　測定部１１２Ｂは、ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、系列、送信電力等のパラメータからＣＳ
Ｉを測定する。ユーザデータ復調部１１３Ｂは、送受信部１０３Ｂを介して受信したユー
ザデータを復調する。この場合、ユーザデータ復調部１１３Ｂは、基地局装置２０から通
知されたミューティング情報により、追加のＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたリソースをミ
ューティングされるリソースとして認識する。このため、ユーザデータ復調部１１３Ｂが
、追加のＣＳＩ－ＲＳを復調することがなく、復調処理のスループットおよび復調精度が
向上される。なお、第２の移動端末装置１０Ｂは、ハイヤレイヤシグナリングにより、Ｃ
ＳＩ－ＲＳの位置情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータ、ミューティング情報を受信する構成と
してもよい。
【００８６】
　以上のように、本実施の形態に係る基地局装置２０によれば、第１の移動端末装置１０
Ａが、１無線リソースにおいて高い存在割合で割り当てられる全てのＣＳＩ－ＲＳを受信
して、高い精度でチャネル状態を測定できる。また、第２の移動端末装置１０Ｂが、第１
の移動端末装置１０Ａが受信可能な存在割合で割り当てられるＣＳＩ－ＲＳのうち、ミュ
ーティングされたリソースのＣＳＩ－ＲＳを無視して、チャネル状態を測定できる。よっ
て、ＣＳＩ－ＲＳの存在割合の増加によって、第２の移動端末装置が影響を受けることが
ない。このように、第１の移動端末装置１０Ａと第２の移動端末装置１０Ｂとが混在する
際に、ＣＳＩ－ＲＳを適切に送受信できる。
【００８７】
　なお、上記した実施の形態においては、第１、第２の通知方法を例示したが、ＣＳＩ－
ＲＳの位置情報の通知方法はこれに限定されるものではない。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報の
通知方法は、第１の移動端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられる全てのリソ
ースを通知し、第２の移動端末装置に対しては、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソース
を通知する際に、一部のリソースをミューティングされるリソースとして通知する方法で
あればよい。
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　また、上記した実施の形態においては、移動端末装置において、取得部がＣＳＩ－ＲＳ
の位置情報、ミューティング情報、ＣＳＩ－ＲＳパラメータを取得する構成としたが、こ
の構成に限定されるものではない。ＣＳＩ－ＲＳの位置情報、ミューティング情報、ＣＳ
Ｉ－ＲＳパラメータは、取得部以外の機能ブロック、例えば、測定部やユーザデータ復調
部により取得される構成としてもよい。
【００８９】
　また、上記した実施の形態においては、参照信号としてＣＳＩ－ＲＳを例示したが、こ
れに限定されるものではない。参照信号は、チャネル状態の測定に使用されるものであれ
ばよい。また、ＣＳＩは、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩの少なくとも１つを含むものであればよ
い。
【００９０】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例え
ば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるＣＳＩ－ＲＳの設定位置
、ミューティングの設定位置、処理部の数、処理手順、ＣＳＩ－ＲＳの数、ミューティン
グの数については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱
しないで適宜変更して実施することが可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　１　無線通信システム
　１０Ａ　第１の移動端末装置
　１０Ｂ　第２の移動端末装置
　２０　基地局装置
　１０３Ａ、１０３Ｂ　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０５　アプリケーション部
　１１１Ａ、１１１Ｂ　取得部
　１１２Ａ、１１２Ｂ　測定部
　１１３Ａ、１１３Ｂ　ユーザデータ復調部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
　２１１　ＣＳＩ－ＲＳ割当部（参照信号割当部）
　２１２　ＣＳＩ－ＲＳ位置情報生成部
　２１３　ミューティング情報生成部
　２１４　ＣＳＩ－ＲＳパラメータ生成部
　２１５　下り制御信号生成部（通知部）
　２１６　報知信号生成部（通知部）
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